












1.はじめに

障害児に対する在宅での早期ケアを考えていく場合,在宅療育の中心となる家族員,主に,

母親の育児能力は大きな問題である。育児能力を障害する要因は多彩であるが,最も一般

的なものの一つは,知的能力の問題(精神遅滞)であろう。知的問題を有する母親では,子ど

もへの働きかけや理解が適切になされない可能性があり,そのような状況は,障害児におい

ては発達遅延の大きな増悪要因になると思われる。

それでも,子どもが就学している場合には,その発達障害に応じた学校体制(特殊学級や養

護学校など)に組み込まれ,子どもへの教育が行われる可能性はある。しかし,子どもが就

学前の場合,このような親子は,各種機関・施設における通常の訓練プログラムに誘導して

も通所が持続しないことも少なくなく,地域にある療育システムから外れがちになること

が多いと思われる。したがって,母子共に発達障害を持っている親子に対してこそ,在宅で

の療育指導が必要となってくると考えられる。

以上のような認識の下に,本研究は,母子共に精神遅滞を持つ親子の実状を把握し,そのよ

うな親子に対する発達援助の可能性を検討することにより,発達障害児の早期ケアシステ

ムの研究の一助としようとするものである。


